
ポイント計算表

学術研究分野

30学 歴

105年～

53年～

職 歴
（実務経験）

※ 従事しようとする研究，
研究の指導又は教育に
係る実務経験に限る

高度専門・技術分野

40

10
ボーナス①

70合格点

30
学 歴

20

20
15

5年～ 10

3年～

10

10

職務に関連する資格の保有

（1つにつき5点）

博士号（専門職に係る学位を除
く）取得者

15

職 歴

（実務経験）
※ 従事しようとする業
務に係る実務経験に限
る

年 収

※主たる受入機関
から受ける源泉徴
収前の報酬の年額

５
ボーナス②

本邦の高等教育機関において
学位を取得

ボーナス④

〔資格〕

20

ボーナス⑤

〔研究実績〕

日本国政府からイノベーション
を促進するための支援措置（別
に告示で定めるもの）を受けて
いる機関における就労

503000万円～

10ボ ー ナ ス ①

70合格点

学 歴 20

15
7年～

10

5年～

302000万円～

201500万円～

101000万円～

402500万円～

10代表取締役，代表執行役ポスト
での受入れ

取締役，執行役ポストでの受入
れ

5

職 歴

（実務経験）
※事業の経営又は管

理に係るものに限る

年 収

※主たる受入機関
から受ける源泉徴収
前 の 報 酬 の 年 額

ボ ー ナ ス ②

〔 地 位 〕

経営・管理分野

日本国政府からイノベーション
を促進するための支援措置（別
に告示で定めるもの）を受けて
いる機関における就労

年 齢

～39歳

10

15

3年～

20

７年～

～34歳

～29歳

5

10年～ 25
7年～ 15

10年～

5

ボ ー ナ ス ③

５

大学を卒業し又はこれと同等以
上の教育を受けた者（博士号又は

修士号取得者を除く）

10

10
大学を卒業し又はこれと同等以
上の教育を受けた者（博士号又
は修士号取得者を除く）

年収は左欄の区分に応じ，右欄に掲げる金額以上であること

70合格点

年 収

※主たる受入機関か
ら受ける源泉徴収前
の 報 酬 の 年 額

15
ボ ー ナ ス ②

〔 研 究 実 績 〕
詳細は別紙２－③参照

15

10ボ ー ナ ス ①

日本国政府からイノベーション
を促進するための支援措置（別
に告示で定めるもの）を受けて
いる機関における就労

１0～34歳

年 齢

～39歳 ５

～29歳

10

ボ ー ナ ス ③

10

年齢区分に応じ，ポイントが付
与される年収の下限を異なる
ものとする。詳細は別紙２－
②。

40

博士号（専門職に係る学位を除
く）取得者

修士号（専門職に係る博士を含
む）取得者

修士号（専門職に係る博士を含
む）取得者

博士号又は修士号取得者

日本語能力試験１級に合格し
ている者若しくはこれと同等以
上の能力があることを試験によ
り認められている者又は外国
の大学において日本語を専攻
して卒業した者

ボーナス③

10

本邦の高等教育機関において
学位を取得

日本語能力試験１級に合格し
ている者若しくはこれと同等以
上の能力があることを試験（注）
により認められている者又は外
国の大学において日本語を専
攻して卒業した者

５

ボ ー ナ ス ④

本邦の高等教育機関において
学位を取得

日本語能力試験１級に合格し
ている者若しくはこれと同等以
上の能力があることを試験によ
り認められている者又は外国
の大学において日本語を専攻
して卒業した者

10ボ ー ナ ス ④

（注）例えば，ＢＪＴビジネス日本語能力テストにおける５５０点以上の得点

詳細は別紙２－③参照

～

～

600万円４０歳以上

500万円３５歳以上４０歳未満

440万円３０歳以上３５歳未満

340万円～３０歳未満

年収最低基準年齢区分

年齢区分に応じ，ポイントが付
与される年収の下限を異なる
ものとする。詳細は別紙２－
②。

１



---10400万円

--1515500万円

-202020600万円

-252525700万円

30303030800万円

35353535900万円

404040401,000万円

４０歳～～３９歳～３４歳～２９歳年収
年齢

学術研究分野及び高度専門・技術分野の年収ポイント

２



研究実績に係るポイント評価

研 究 実 績

（ 1 5 点 ま で ）

特許の発明 １件～

入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実
績 3件～

上記の項目以外で，上記項目におけるものと同等の研究実
績があると申請人がアピールする場合（上記データベースで
確認できない雑誌への論文掲載，著名な賞の受賞歴等），
関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別に
ポイント付与の適否を判断。

研究論文の実績については，

我が国の国の機関において利用されている学術論文デー
タベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文
（申出人が責任著者であるものに限る。）が3本以上で15点
を付与。

15

15

15

15

３


